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いった居宅サービス計画は適正でない。 いった居宅サービス計画は適正でない。

また、施設入所（入院）者が外泊又は介護保健施設若しくは経 また、施設入所（入院）者が外泊又は介護保健施設若しくは経

過的介護療養型医療施設の試行的退所を行っている場合には、外 過的介護療養型医療施設の試行的退所を行っている場合には、外

泊時又は試行的退所時に居宅サービスは算定できない。 泊時又は試行的退所時に居宅サービスは算定できない。

⑷ 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱い ⑷ 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱い

について について

利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを 利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを

原則とする。ただし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問 原則とする。ただし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問

リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合 リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合

は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利 は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利

用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、 用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、

それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。 それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。

例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、適切なアセ 例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、適切なアセ

スメント（利用者について、その有する能力、既に提供を受けて スメント（利用者について、その有する能力、既に提供を受けて

いる指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じ いる指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じ

て利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日 て利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日

常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を 常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を

把握することをいう。以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状 把握することをいう。以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状

況や介護の内容から同一時間帯に訪問看護を利用することが必要 況や介護の内容から同一時間帯に訪問看護を利用することが必要

であると判断され、三十分以上一時間未満の訪問介護（身体介護 であると判断され、三十分以上一時間未満の訪問介護（身体介護

中心の場合）と訪問看護（指定訪問看護ステーションの場合）を 中心の場合）と訪問看護（指定訪問看護ステーションの場合）を

同一時間帯に利用した場合、訪問介護については四百二単位、訪 同一時間帯に利用した場合、訪問介護については四百二単位、訪

問看護については八百三十単位がそれぞれ算定されることとなる。 問看護については八百三十単位がそれぞれ算定されることとなる。

⑸ 複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービス ⑸ 複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービス

を利用した場合の取扱いについて を利用した場合の取扱いについて

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に

位置づける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に百分間訪問 位置づける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に百分間訪問

し、夫に五十分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に五十分 し、夫に五十分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に五十分

の訪問介護（身体介護中心の場合）を提供した場合、夫、妻それ の訪問介護（身体介護中心の場合）を提供した場合、夫、妻それ

ぞれ四百二単位ずつ算定される。ただし、生活援助については、 ぞれ四百二単位ずつ算定される。ただし、生活援助については、

要介護者間で適宜所要時間を振り分けることとする。 要介護者間で適宜所要時間を振り分けることとする。

⑹ 訪問サービスの行われる利用者の居宅について ⑹ 訪問サービスの行われる利用者の居宅について

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション

は、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条の定義上、 は、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条の定義上、

要介護者の居宅において行われるものとされており、要介護者の 要介護者の居宅において行われるものとされており、要介護者の
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居宅以外で行われるものは算定できない。例えば、訪問介護の通 居宅以外で行われるものは算定できない。例えば、訪問介護の通

院・外出介助については、利用者の居宅から乗降場までの移動、 院・外出介助については、利用者の居宅から乗降場までの移動、

バス等の公共交通機関への乗降、移送中の気分の確認、（場合に バス等の公共交通機関への乗降、移送中の気分の確認、（場合に

より）院内の移動等の介助などは要介護者の居宅以外で行われる より）院内の移動等の介助などは要介護者の居宅以外で行われる

が、これは居宅において行われる目的地（病院等）に行くための が、これは居宅において行われる目的地（病院等）に行くための

準備を含む一連のサービス行為とみなし得るためである。居宅以 準備を含む一連のサービス行為とみなし得るためである。居宅以

外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動 外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動

等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問介護として算 等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問介護として算

定することはできない。 定することはできない。

⑺ 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について ⑺ 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について

① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判 ① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判

定基準」の活用について」（平成五年十月二十六日老健第百三 定基準」の活用について」（平成五年十月二十六日老健第百三

十五号厚生省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢 十五号厚生省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢

者の日常生活自立度」（以下「日常生活自立度」という。）を用 者の日常生活自立度」（以下「日常生活自立度」という。）を用

いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結 いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結

果又は主治医意見書（以下この号において「判定結果」という。） 果又は主治医意見書（以下この号において「判定結果」という。）

を用いるものとする。 を用いるものとする。

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サー ② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サー

ビス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。 ビス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。

また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」（平 また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」（平

成十八年三月十七日老発第○三一七○○一号厚生労働省老健局 成二十一年九月三十日老発〇九三〇第五号厚生労働省老健局長

長通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３主治医の意 通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３主治医の意見

見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３心身の状態に関 の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３心身の状態に関す

する意見 ⑴日常生活の自立度等について ・認知症高齢者の日 る意見 ⑴日常生活の自立度等について ・認知症高齢者の日常

常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定 生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結

結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとす 果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。

る。

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて ③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて

同意が得られていない場合を含む。）にあっては、「要介護認定 同意が得られていない場合を含む。）にあっては、「要介護認定

等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中 等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中

「２⑷認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票 「２⑷認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票

（基本調査）」９の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記 （基本調査）」９の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記

載を用いるものとする。 載を用いるものとする。

２ 訪問介護費 ２ 訪問介護費

⑴ 「身体介護」及び「生活援助」の意義について ⑴ 「身体介護」及び「生活援助」の意義について
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じた機能訓練等が実施されるべきものであること。 機能訓練等が実施されるべきものであること。

⑶ 六時間以上八時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービ ⑶ 七時間以上九時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービ

スを行った場合の加算の取扱い スを行った場合の加算の取扱い

延長加算は、所要時間六時間以上八時間未満の通所介護の前後 延長加算は、所要時間七時間以上九時間未満の通所介護の前後

に連続して日常生活上の世話を行う場合について、二時間を限度 に連続して日常生活上の世話を行う場合について、三時間を限度

として算定されるものであり、例えば、 として算定されるものであり、例えば、

① 八時間の通所介護の後に連続して二時間の延長サービスを行 ① 九時間の通所介護の後に連続して三時間の延長サービスを行

った場合 った場合

② 八時間の通所介護の前に連続して一時間、後に連続して一時 ② 九時間の通所介護の前に連続して一時間、後に連続して二時

間、合計二時間の延長サービスを行った場合には、二時間分の 間、合計三時間の延長サービスを行った場合には、三時間分の

延長サービスとして百単位が算定される。 延長サービスとして百五十単位が算定される。

また、当該加算は通所介護と延長サービスを通算した時間が また、当該加算は通所介護と延長サービスを通算した時間が

八時間以上の部分について算定されるものであるため、例えば、 九時間以上の部分について算定されるものであるため、例えば、

③ 七時間の通所介護の後に連続して二時間の延長サービスを行 ③ 八時間の通所介護の後に連続して三時間の延長サービスを行

った場合には、通所介護と延長サービスの通算時間は九時間で った場合には、通所介護と延長サービスの通算時間は十一時間

あり、一時間分（＝九時間－八時間）の延長サービスとして五 であり、二時間分（＝十一時間－九時間）の延長サービスとし

十単位が算定される。 て百単位が算定される。

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行 なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行

うことが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行っ うことが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行っ

た場合に算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、 た場合に算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、

適当数の従業者を置いていること。 適当数の従業者を置いていること。

⑷ 事業所規模による区分の取扱い ⑷ 事業所規模による区分の取扱い

① 事業所規模による区分については、施設基準第四号イ⑴に基 ① 事業所規模による区分については、施設基準第四号イ⑴に基

づき、前年度の一月当たりの平均利用延人員数により算定すべ づき、前年度の一月当たりの平均利用延人員数により算定すべ

き通所介護費を区分しているところであるが、当該平均利用延 き通所介護費を区分しているところであるが、当該平均利用延

人員数の計算に当たっては、同号の規定により、当該指定通所 人員数の計算に当たっては、同号の規定により、当該指定通所

介護事業所に係る指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護 介護事業所に係る指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護

事業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、 事業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、

当該指定介護予防通所介護事業所における前年度の一月当たり 当該指定介護予防通所介護事業所における前年度の一月当たり

の平均利用延人員数を含むこととされているところである。し の平均利用延人員数を含むこととされているところである。し

たがって、仮に指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事 たがって、仮に指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事

業者の指定を併せて受けている場合であっても、事業が一体的 業者の指定を併せて受けている場合であっても、事業が一体的

に実施されず、実態として両事業が分離されて実施されている に実施されず、実態として両事業が分離されて実施されている

場合には、当該平均利用延人員数には当該指定介護予防通所介 場合には、当該平均利用延人員数には当該指定介護予防通所介

護事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。 護事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。
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② 平均利用延人員数の計算に当たっては、三時間以上四時間未 ② 平均利用延人員数の計算に当たっては、三時間以上五時間未

満の報酬を算定している利用者（二時間以上三時間未満の報酬 満の報酬を算定している利用者（二時間以上三時間未満の報酬

を算定している利用者を含む。）については、利用者数に二分 を算定している利用者を含む。）については、利用者数に二分

の一を乗じて得た数とし、四時間以上六時間未満の報酬を算定 の一を乗じて得た数とし、五時間以上七時間未満の報酬を算定

している利用者については利用者数に四分の三を乗じて得た数 している利用者については利用者数に四分の三を乗じて得た数

とする。また、平均利用延人員数に含むこととされた介護予防 とする。また、平均利用延人員数に含むこととされた介護予防

通所介護事業所の利用者の計算に当たっては、介護予防通所介 通所介護事業所の利用者の計算に当たっては、介護予防通所介

護の利用時間が四時間未満の利用者については、利用者数に二 護の利用時間が五時間未満の利用者については、利用者数に二

分の一を乗じて得た数とし、利用時間が四時間以上六時間未満 分の一を乗じて得た数とし、利用時間が五時間以上七時間未満

の利用者については、利用者数に四分の三を乗じて得た数とす の利用者については、利用者数に四分の三を乗じて得た数とす

る。ただし、介護予防通所介護事業所の利用者については、同 る。ただし、介護予防通所介護事業所の利用者については、同

時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えて 時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えて

いく方法によって計算しても差し支えない。 いく方法によって計算しても差し支えない。

また、一月間（暦月）、正月等の特別な期間を除いて毎日事

業を実施した月における平均利用延人員数については、当該月

の平均利用延人員数に七分の六を乗じた数によるものとする。

③ 前年度の実績が六月に満たない事業者（新たに事業を開始し、 ③ 前年度の実績が六月に満たない事業者（新たに事業を開始し、

又は再開した事業者を含む）又は前年度から定員を概ね二十五 又は再開した事業者を含む）又は前年度から定員を概ね二十五

％以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当 ％以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当

該年度に係る平均利用延人員数については、便宜上、都道府県 該年度に係る平均利用延人員数については、便宜上、都道府県

知事に届け出た当該事業所の利用定員の九十％に予定される一 知事に届け出た当該事業所の利用定員の九十％に予定される一

月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。 月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。

④ 毎年度三月三十一日時点において、事業を実施している事業 ④ 毎年度三月三十一日時点において、事業を実施している事業

者であって、四月以降も引き続き事業を実施するものの当該年 者であって、四月以降も引き続き事業を実施するものの当該年

度の通所介護費の算定に当たっては、前年度の平均利用延人員 度の通所介護費の算定に当たっては、前年度の平均利用延人員

数は、前年度において通所介護費を算定している月（三月を除 数は、前年度において通所介護費を算定している月（三月を除

く。）の一月当たりの平均利用延人員数とする。 く。）の一月当たりの平均利用延人員数とする。

なお、平成二十四年三月三十一日時点において、事業を実施

している事業者であって、平成二十四年四月以降も引き続き事

業を実施するものの平成二十四年度の通所介護費の算定の基礎

となる、「前年度の平均利用延人員数」の計算に当たっては、

②の計算方法によらず、次の方法により計算すること。

三時間以上四時間未満の報酬を算定している利用者（二時間

以上三時間未満の報酬を算定している利用者を含む。）につい

ては、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、四時間以上六
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時間未満の報酬を算定している利用者については利用者数に四

分の三を乗じて得た数とする。また、平均利用延人員数に含む

こととされた介護予防通所介護事業所の利用者数の計算に当た

っては、介護予防通所介護の利用時間が四時間未満の利用者に

ついては、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、利用時間

が四時間以上六時間未満の利用者については、利用者数に四分

の三を乗じて得た数とする。ただし、介護予防通所介護事業所

の利用者については、同時にサービスの提供を受けた者の最大

数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支え

ない。

⑸ 災害時等の取扱い ⑸ 災害時等の取扱い

災害その他のやむを得ない理由による定員超過利用については、 災害その他のやむを得ない理由による定員超過利用については、

当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末であ 当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末であ

って、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認 って、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認

められる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行 められる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行

うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月 うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月

まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた

月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。また、この 月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。また、この

場合にあっては、やむを得ない理由により受け入れた利用者につ 場合にあっては、やむを得ない理由により受け入れた利用者につ

いては、その利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に いては、その利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に

含まないこととする。 含まないこととする。

⑹ 注５の取扱い ⑹ 注５の取扱い

訪問介護と同様であるので、２⒁を参照されたい。 訪問介護と同様であるので、２⒃を参照されたい。

⑺ 個別機能訓練加算の取扱い ⑺ 個別機能訓練加算について

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基 ① 個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

づき、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。） 看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師（以下７に

について算定する。 おいて「理学療法士等」という。）が個別機能訓練計画に基づ

き、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）

について算定する。

② 個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る機能訓練は、一日百二十分以上、

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上

配置して行うものであること。この場合において、例えば、一

週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、

その曜日におけるサービスのみが当該加算の算定対象となる。

ただし、この場合、理学療法士等が配置される曜日はあらかじ
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め定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必

要がある。なお、通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る

機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、

通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含

めない。

③ 個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓練は、提供時間帯を通 ② 個別機能訓練加算（Ⅰ）に係る機能訓練は、提供時間帯を通

じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士 じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士

等を一名以上配置して行うものであること。この場合において、 等を一名以上配置して行うものであること。この場合において、

例えば一週間のうち、月曜日から金曜日は常勤の理学療法士等 例えば一週間のうち、月曜日から金曜日は常勤の理学療法士等

が配置され、それ以外の曜日に非常勤の理学療法士等だけが配 が配置され、それ以外の曜日に非常勤の理学療法士等だけが配

置されている場合は、非常勤の理学療法士等だけが配置されて 置されている場合は、非常勤の理学療法士等だけが配置されて

いる曜日については、当該加算の対象とはならない。（個別機 いる曜日については、当該加算の対象とはならない。（個別機

能訓練加算（Ⅰ）の要件に該当している場合は、その算定対象 能訓練加算（Ⅱ）の要件に該当している場合は、その算定対象

となる。）ただし、個別機能訓練加算（Ⅱ）の対象となる理学 となる。）ただし、個別機能訓練加算（Ⅰ）の対象となる理学

療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居 療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居

宅介護支援事業者に周知されている必要がある。なお、通所介 宅介護支援事業者に周知されている必要がある。なお、通所介

護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に 護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に

従事する場合には、当該職務の時間は、通所介護事業所におけ 従事する場合には、当該職務の時間は、通所介護事業所におけ

る看護職員としての人員基準の算定に含めない。 る看護職員としての人員基準の算定に含めない。

④ 個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓練の項目の選択につい ③ 個別機能訓練加算（Ⅰ）に係る機能訓練の項目の選択につい

ては、機能訓練指導員等が、利用者の生活意欲が増進されるよ ては、機能訓練指導員等が、利用者の生活意欲が増進されるよ

う利用者の選択を援助し、利用者が選択した項目ごとにグルー う利用者の選択を援助し、利用者が選択した項目ごとにグルー

プに分かれて活動することで、心身の状況に応じた機能訓練が プに分かれて活動することで、心身の状況に応じた機能訓練が

適切に提供されることが要件となる。また、機能訓練指導員等 適切に提供されることが要件となる。また、機能訓練指導員等

は、利用者の心身の状態を勘案し、項目の選択について必要な は、利用者の心身の状態を勘案し、項目の選択について必要な

援助を行わなければならない。 援助を行わなければならない。

④ 個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓練は、専ら機能訓練指

導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置して行うも

のであること。この場合において、例えば、一週間のうち特定

の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日にお

いて理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当

該加算の算定対象となる。ただし、この場合、理学療法士等が

配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援

事業者に周知されている必要がある。なお、通所介護事業所の

看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場
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合には、当該職務の時間は、通所介護事業所における看護職員

としての人員基準の算定に含めない。

⑤ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職 ⑤ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職

員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用 員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用

者ごとにその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画 者ごとにその目標、実施時間、実施方法等を内容とする個別機

を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方 能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効

法等について評価等を行う。なお、通所介護においては、個別 果、実施時間、実施方法等について評価等を行う。なお、通所

機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場 介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護

合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えること 計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計

ができるものとすること。 画の作成に代えることができるものとすること。

⑥ 個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓練は、身体機能そのも

のの回復を主たる目的とする訓練ではなく、残存する身体機能

を活用して生活機能の維持・向上を図り、利用者が居宅におい

て可能な限り自立して暮らし続けることを目的として実施する

ものである。

具体的には、適切なアセスメントを経て利用者のＡＤＬ及び

ＩＡＤＬの状況を把握し、日常生活における生活機能の維持・

向上に関する目標（一人で入浴が出来るようになりたい等）を

設定のうえ、当該目標を達成するための訓練を実施すること。

⑦ ⑥の目標については、利用者又は家族の意向及び利用者を担

当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該

利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定する

など可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。

⑧ 個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓練は、類似の目標を持

ち同様の訓練内容が設定された五人程度以下の小集団（個別対

応含む）に対して機能訓練指導員が直接行うこととし、必要に

応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練と

すること。実施時間については、個別機能訓練計画に定めた訓

練内容の実施に必要な一回あたりの訓練時間を考慮し適切に設

定すること。

また、生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施す

るためには、計画的・継続的に行う必要があることから、概ね

週一回以上実施することを目安とする。

⑥ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月後に一回以 ⑨ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその後三月ごとに一

上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。 回以上利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評

- 60 -

価を含む）を説明し、記録する。また、評価内容や目標の達成

度合いについて、当該利用者を担当する介護支援専門員等に適

宜報告・相談し、必要に応じて利用者又は家族の意向を確認の

上、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目

標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。

⑦ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等） ⑩ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）

は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の

従事者により閲覧が可能であるようにすること。 従事者により閲覧が可能であるようにすること。

⑪ 個別機能訓練加算(Ⅰ）を算定している者であっても、別途個

別機能訓練加算（Ⅱ）に係る訓練を実施した場合は、同一日で

あっても個別機能訓練加算（Ⅱ）を算定できるが、この場合に

あっては、個別機能訓練加算（Ⅰ）に係る常勤専従の機能訓練

指導員は、個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓練指導員とし

て従事することはできず、別に個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る

機能訓練指導員の配置が必要である。また、それぞれの加算の

目的・趣旨が異なることから、それぞれの個別機能訓練計画に

基づいた訓練を実施する必要がある。

⑻ 入浴介助加算の取扱い ⑻ 入浴介助加算について

通所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を 通所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を

行う場合について算定されるものである（二十三号告示第十一号） 行う場合について算定されるものである（○号告示第十一号）が、

が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援 この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助の

助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向 ことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上の

上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、 ために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒

転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結 予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果と

果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合について して、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、

も、加算の対象となるものであること。 加算の対象となるものであること。

また、通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合 また、通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合

に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合について に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合について

は、加算を算定できない。 は、加算を算定できない。

⑼ 若年性認知症利用者受入加算の取扱い ⑼ 若年性認知症利用者受入加算について

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、そ 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、そ

の者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供 の者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供

を行うこと。 を行うこと。

⑽ 栄養改善加算の取扱い ⑽ 栄養改善加算について

① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用 ① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用
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者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われること 者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われること

に留意すること。 に留意すること。

② 管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。 ② 管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。

③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれ ③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれ

かに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認 かに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認

められる者とすること。 められる者とすること。

イ ＢＭＩが十八・五未満である者 イ ＢＭＩが十八・五未満である者

ロ 一～六月間で三％以上の体重の減少が認められる者又は「地 ロ 一～六月間で三％以上の体重の減少が認められる者又は「地

域支援事業の実施について」（平成十八年六月九日老発第〇 域支援事業の実施について」（平成十八年六月九日老発第〇

六〇九〇〇一号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チ 六〇九〇〇一号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チ

ェックリストのNo.11の項目が「１」に該当する者 ェックリストのNo.11の項目が「１」に該当する者

ハ 血清アルブミン値が三・五g/dl以下である者 ハ 血清アルブミン値が三・五g/dl以下である者

ニ 食事摂取量が不良（七十五％以下）である者 ニ 食事摂取量が不良（七十五％以下）である者

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められ ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められ

る者 る者

なお、次のような問題を有する者については、上記イから なお、次のような問題を有する者については、上記イから

ホのいずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。 ホのいずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。

・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリスト ・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリスト

の口腔機能に関連する⒀、⒁、⒂のいずれかの項目にお の口腔機能に関連する⒀、⒁、⒂のいずれかの項目にお

いて「１」に該当する者などを含む。） いて「１」に該当する者などを含む。）

・ 生活機能の低下の問題 ・ 生活機能の低下の問題

・ 褥瘡に関する問題 ・ 褥瘡に関する問題

・ 食欲の低下の問題 ・ 食欲の低下の問題

・ 閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもり ・ 閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもり

に関連する⒃、⒄のいずれかの項目において「１」に該 に関連する⒃、⒄のいずれかの項目において「１」に該

当する者などを含む。） 当する者などを含む。）

・ 認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連す ・ 認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連す

る⒅、⒆、⒇のいずれかの項目において「１」に該当す る⒅、⒆、⒇のいずれかの項目において「１」に該当す

る者などを含む。） る者などを含む。）

・ うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する（21） ・ うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する（21）

から(25)の項目において、二項目以上「１」に該当する者 から(25)の項目において、二項目以上「１」に該当する者

などを含む。） などを含む。）

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手 ④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手

順を経てなされる。 順を経てなされる。

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握す イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握す
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ること。 ること。

ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの

摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関す 摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関す

る解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。） る解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。）

を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その

他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項（食事 他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項（食事

に関する内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に に関する内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に

対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成する 対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成する

こと。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービス こと。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービス

の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得る の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得る

こと。なお、通所介護においては、栄養ケア計画に相当する こと。なお、通所介護においては、栄養ケア計画に相当する

内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもっ 内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもっ

て栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 て栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養 ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養

改善サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施 改善サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施

上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。

ニ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能 ニ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能

の状況を検討し、概ね三月ごとに体重を測定する等により栄 の状況を検討し、概ね三月ごとに体重を測定する等により栄

養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護 養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護

支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。 支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。

ホ 指定居宅サービス基準第百五条において準用する第十九条 ホ 指定居宅サービス基準第百五条において準用する第十九条

に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養 に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養

ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記 ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記

録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のため 録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のため

に利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとす に利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとす

ること。 ること。

⑤ 概ね三月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに ⑤ 概ね三月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに

該当する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を 該当する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を

行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるも 行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるも

のについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。 のについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。

⑾ 口腔機能向上加算の取扱い ⑾ 口腔機能向上加算について

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供 ① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供

には、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行 には、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行

われることに留意すること。 われることに留意すること。

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置して行 ② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置して行
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うものであること。 うものであること。

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまで ③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまで

のいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提 のいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提

供が必要と認められる者とすること。 供が必要と認められる者とすること。

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の三項目の イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の三項目の

いずれかの項目において「１」以外に該当する者 いずれかの項目において「１」以外に該当する者

ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する⒀、⒁、⒂の三 ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する⒀、⒁、⒂の三

項目のうち、二項目以上が「１」に該当する者 項目のうち、二項目以上が「１」に該当する者

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者

④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する ④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する

場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を 場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を

通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨など 通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨など

の適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受診して の適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受診して

いる場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合に いる場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合に

あっては、加算は算定できない。 あっては、加算は算定できない。

イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療 イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療

法を算定している場合 法を算定している場合

ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療 ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療

法を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上 法を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上

サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しく サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しく

は実施」を行っていない場合。 は実施」を行っていない場合。

⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げ ⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げ

る手順を経てなされる。 る手順を経てなされる。

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。 イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中 ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中

心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関す 心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関す

る解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、 る解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、

看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同し 看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同し

て取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画 て取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画

を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画につい を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画につい

ては、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家 ては、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家

族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護において 族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護において

は、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を通所介護計 は、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を通所介護計

画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管 画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管

理指導計画の作成に代えることができるものとすること。 理指導計画の作成に代えることができるものとすること。
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ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛 ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛

生士、看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提 生士又は看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを

供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の 提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上

問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生 ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生

活機能の状況を検討し、概ね三月ごとに口腔機能の状態の評 活機能の状況を検討し、概ね三月ごとに口腔機能の状態の評

価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員 価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護支

や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。 援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供す

ること。

ホ 指定居宅サービス基準第百五条において準用する第十九条 ホ 指定居宅サービス基準第百五条において準用する第十九条

に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの口腔 に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの口腔

機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看 機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看

護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該 護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該

記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口腔 記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口腔

機能を定期的に記録する必要はないものとすること。 機能を定期的に記録する必要はないものとすること。

⑥ 概ね三月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当 ⑥ 概ね三月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当

する者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員 する者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職

等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上の効果が 員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維

期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向 持の効果が期待できると認められるものについては、継続的に

上サービスを提供する。 口腔機能向上サービスを提供する。

イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能 イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能

の低下が認められる状態の者 の低下が認められる状態の者

ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が著しく ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下す

低下するおそれのある者 るおそれのある者

⑿ 事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用

者に通所介護を行う場合について

① 同一建物の定義

注12における「同一建物」とは、当該指定通所介護事業所と

構造上又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体的

には、当該建物の一階部分に指定通所介護事業所がある場合や、

当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地

内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しな

い。

また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、

運営法人が当該指定通所介護事業所の指定通所介護事業者と異
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なる場合であっても該当するものであること。

② 注12の減算の対象となるのは、当該事業所と同一建物に居住

する者及び同一建物から指定通所介護を利用する者に限られる

ことに留意すること。したがって、例えば、自宅（同一建物に

居住する者を除く。）から通所介護事業所へ通い、同一建物に

宿泊する場合、この日は減算の対象とならないが、同一建物に

宿泊した者が通所介護事業所へ通い、自宅（同一建物に居住す

る者を除く）に帰る場合、この日は減算の対象となる。

③ なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利

用者その他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利

用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対象とならな

い。具体的には、傷病により一時的に歩行困難となった者又は

歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通所

が困難である者に対し、二人以上の従業者が、当該利用者の居

住する場所と当該指定通所介護事業所の間の往復の移動を介助

した場合に限られること。ただし、この場合、二人以上の従業

者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間

について、介護支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検

討し、その内容及び結果について通所介護計画に記載すること。

また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、

記録しなければならない。

⒀ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について

① 当該事業所の利用定員を上回る利用者を利用させている、い

わゆる定員超過利用に対し、介護給付費の減額を行うこととし、

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員

数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告

示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。）に

おいて、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかに

しているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確

保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう

努めるものとする。

② この場合の利用者の数は、一月間(暦月)の利用者の数の平均

を用いる。この場合、一月間の利用者の数の平均は、当該月に

おけるサービス提供日ごとの同時にサービスの提供を受けた者

の最大数の合計を、当該月のサービス提供日数で除して得た数
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とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を

切り上げるものとする。

③ 利用者の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過

利用の基準に該当することとなった事業所については、その翌

月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者の全

員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する

算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消されるに至っ

た月の翌月から通常の所定単位数が算定される。

④ 都道府県知事は、定員超過利用が行われている事業所に対し

ては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、

定員超過利用が二月以上継続する場合には、特別な事情がある

場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用

については、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた

時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することが

やむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌月から所

定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないに

もかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している

場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行

うものとする。

⑿ 人員基準を満たさない状況で提供された通所介護 ⒁ 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について

指定居宅サービス基準第九十三条に定める員数の看護職員及び ① 当該事業所の看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満

介護職員が配置されていない状況で行われた通所介護については、 たすべき員数を下回っている、いわゆる人員基準欠如に対し、

所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を算定するものとす 介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法に

る（厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の おいて、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかに

員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告 しているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確

示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。）第一 保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう

号ハ）。ただし、都道府県は、従業者に欠員が生じている状態が 努めるものとする。

継続する場合には、事業所に対し定員の見直し又は事業の休止を ② 人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとする。

指導するものとする。指導に従わずに事業を継続する事業所に対 イ 看護職員の数は、一月間の職員の数の平均を用いる。この

しては、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討する 場合、一月間の職員の平均は、当該月のサービス提供日に配

ものとする。 置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除して得た

数とする。

ロ 介護職員等の数は、利用者数及び提供時間数から算出する

勤務延時間数（サービス提供時間数に関する具体的な取扱い
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ただし、この場合において、同月中にハの運動器機能向上加算、 サービス」という。）を行った場合には、１月につき所定単位数

ニの栄養改善加算又はホの口腔機能向上加算のいずれかを算定し を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、

ている場合にあっては算定しない。 運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択

的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は算定し

ない。

イ 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他指定

介護予防通所介護事業所の介護予防通所介護従業者が共同して、

利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した指定介護予防サー

ビス基準第109条に掲げる介護予防通所介護計画を作成しているこ

と。

ロ 介護予防通所介護計画の作成及び実施において利用者の生活機

能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サ

ービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の

生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況

に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されて

いること。

ハ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを１週につ

き１回以上行っていること。

ハ 運動器機能向上加算 225単位 ハ 運動器機能向上加算 225単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県

知事に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的 知事に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的

に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は

向上に資すると認められるもの（以下この注において「運動器機 向上に資すると認められるもの（以下「運動器機能向上サービス」

能向上サービス」という。）を行った場合は、１月につき所定単 という。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。

位数を加算する。

イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法 イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ 士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ

指圧師（以下 この注において「理学療法士等」という。）を 指圧師（以下 この注において「理学療法士等」という。）を

１名以上配置していること。 １名以上配置していること。

ロ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、 ロ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、

介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機 介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機

能向上計画を作成していること。 能向上計画を作成していること。

ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、経験 ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、経験

のある介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを のある介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを

行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録し 行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録し
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ていること。 ていること。

ニ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価 ニ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価

すること。 すること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防 ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防

通所介護事業所であること。 通所介護事業所であること。

ニ 栄養改善加算 150単位 ニ 栄養改善加算 150単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県

知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある 知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある

利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、 利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、

個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者 個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者

の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下こ の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下「栄

の注において「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、 養改善サービス」という。）を行った場合は、１月につき所定単

１月につき所定単位数を加算する。 位数を加算する。

イ 管理栄養士を１名以上配置していること。 イ 管理栄養士を１名以上配置していること。

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護 ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護

職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利 職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利

用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計 用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計

画を作成していること。 画を作成していること。

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ

ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記 ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記

録していること。 録していること。

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価するこ ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価するこ

と。 と。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防 ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防

通所介護事業所であること。 通所介護事業所であること。

ホ 口腔機能向上加算 150単位 ホ 口腔機能向上加算 150単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県

知事に届け出て、口腔機能が低下している又はそのおそれのある 知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ

利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個 のある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的とし

別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機 て、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・

能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状 嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心

態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注におい 身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下「口腔

て「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、１月に 機能向上サービス」という。）を行った場合は、１月につき所定

つき所定単位数を加算する。 単位数を加算する。

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置してい イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置してい
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ること。 ること。

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科 ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科

衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が 衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が

共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成して 共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成して

いること。 いること。

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、 ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、

歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っている 歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っている

とともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 とともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。

ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的 ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的

に評価すること。 に評価すること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防 ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防

通所介護事業所であること。 通所介護事業所であること。

（新設） ヘ 選択的サービス複数実施加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都

道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所が、利用者に

対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能

向上サービス（以下「選択的サービス」という。）のうち複数の

サービスを実施した場合に、１月につき次に掲げる単位数を所定

単位数に加算する。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算

又は口腔機能向上加算を算定している場合は、次に掲げる加算は

算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480単位

⑵ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

イ 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれ

にも適合すること。

⑴ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所

介護費のハの注、ニの注若しくはホの注又は指定介護予防通

所リハビリテーション費のロの注、ハの注若しくはニの注に

掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

て運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能

向上サービス（以下「選択的サービス」という。）のうち、

２種類のサービスを実施していること。
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⑵ 利用者が指定介護予防通所介護又は指定介護予防通所リハ

ビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対

し、選択的サービスを行っていること。

⑶ 利用者に対し、選択的サービスのうちいずれかのサービス

を１月につき２回以上行っていること。

ロ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 次に掲げるいずれの基準

にも適合すること。

⑴ 利用者に対し、選択的サービスのうち３種類のサービスを

実施していること。

⑵ イ⑵及び⑶の基準に適合すること。

ヘ 事業所評価加算 100単位 ト 事業所評価加算 120単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所において、評価 府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所において、評価

対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）の満了日の 対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）の満了日の

属する年度の次の年度内に限り１月につき所定単位数を加算する。 属する年度の次の年度内に限り１月につき所定単位数を加算する。

※ 別に厚生労働大臣の定める基準の内容は次のとおり。

イ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所介

護費のハの注のホ、ニの注のホ若しくはホの注のホ又は介護予

防通所リハビリテーションのロの注のホ、ハの注のホ若しくは

ニの注のホに掲げる別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いるものとして都道府県知事に届け出て運動器機能向上サービ

ス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス(以下「選択的

サービス」という。)を行っていること。

ロ 評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所又は

当該介護予防通所リハビリテーション事業所の利用実人員数が

十名以上であること。

ハ 評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所又は

当該介護予防通所リハビリテーション事業所の提供する選択的

サービスの利用実人員数を当該指定介護予防通所介護事業所又

は当該介護予防通所リハビリテーション事業所の利用実人員数

で除して得た数が〇・六以上であること。

ニ ⑵の規定により算定した数を⑴に規定する数で除して得た数

が〇・七以上であること。
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⑴ 評価対象期間において、当該指定介護予防通所介護事業所

又は当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の提供

する選択的サービスを三月間以上利用し、かつ、当該サービ

スを利用した後、法第三十三条第一項に基づく要支援更新認

定又は法第三十三条の二第一項に基づく要支援状態区分の変

更の認定(以下「要支援更新認定等」という。)を受けた者の

数

⑵ 選択的サービスを利用した後、評価対象期間に行われる要

支援更新認定等において、当該要支援更新認定等の前の要支

援状態区分と比較して、要支援状態区分に変更がなかった者

(指定介護予防支援事業者が介護予防サービス計画に定める目

標に照らし、当該介護予防サービス事業者によるサービスの

提供が終了したと認める者に限る。)の数に、要支援更新認定

等の前の要支援状態区分が要支援二の者であって、要支援更

新認定等により要支援一と判定されたもの又は要支援更新認

定等の前の要支援状態区分が要支援一の者であって、要支援

更新認定等により非該当と判定されたものの人数及び要支援

更新認定等の前の要支援状態区分が要支援二の者であって、

要支援更新認定等において非該当と判定されたものの人数の

合計数に二を乗じて得た数を加えたもの

ト サービス提供体制強化加算 チ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所が利用者に対し 府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所が利用者に対し

指定介護予防通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に 指定介護予防通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に

従い、利用者の要支援状態区分に応じて１月につき次に掲げる所 従い、利用者の要支援状態区分に応じて１月につき次に掲げる所

定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定 定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

要支援１ 48単位 要支援１ 48単位

要支援２ 96単位 要支援２ 96単位

⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

要支援１ 24単位 要支援１ 24単位

要支援２ 48単位 要支援２ 48単位

（新設） リ 介護職員処遇改善加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

介護予防通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所介

護を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年３

月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た

だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） イからチまでにより算定した

単位数の1000分の19に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ⑴により算定した単位数の100

分の90に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） ⑴により算定した単位数の100

分の80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

イ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改

善」という。）に要する費用の見込額が、介護職員処遇改善加

算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該

計画に基づき適切な措置を講じていること。

⑵ 当該指定介護予防通所介護事業所において、⑴の賃金改善に

関する計画並びに当該計画に係る実施期間及び実施方法その他

の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計

画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け

出ていること。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定介護予防通所介護事業所において、事業年度ごとに

介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告するこ

と。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用
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保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関する

法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定介護予防通所介護事業所において、労働保険料（労

働保険の保険料の徴収等に関する法律 （昭和四十四年法律第八

十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。）の納付

が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

と。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実

施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除

く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての介護

職員に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） イ⑴から⑹までに掲げる基準の

いずれにも適合し、かつ、イ⑺又は⑻に掲げる基準のいずれかに

適合すること。

ハ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） イ⑴から⑹までに掲げる基準の

いずれにも適合すること。

※ 区分支給限度基準額の算定対象外とする予定。

７ 介護予防通所リハビリテーション費（１月につき） ７ 介護予防通所リハビリテーション費（１月につき）

イ 介護予防通所リハビリテーション費 イ 介護予防通所リハビリテーション費

⑴ 要支援１ 2,496単位 ⑴ 要支援１ 2,412単位

⑵ 要支援２ 4,880単位 ⑵ 要支援２ 4,828単位

注１ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防 注１ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防

サービス基準第117条第１項に規定する指定介護予防通所リハビ サービス基準第117条第１項に規定する指定介護予防通所リハビ
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リテーション事業所をいう。以下同じ。）において、指定介護 リテーション事業所をいう。以下同じ。）において、指定介護

予防通所リハビリテーション（指定介護予防サービス基準第116 予防通所リハビリテーション（指定介護予防サービス基準第116

条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以 条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以

下同じ。）を行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて、 下同じ。）を行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて、

それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、 それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護

職員（以下この注１及び注２において「理学療法士等」という。） 職員（以下この注１及び注２において「理学療法士等」という。）

の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別 の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別

に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の理学療法士等 ２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の理学療法士等

が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対 が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対

して、通常の事業の実施地域（指定介護予防サービス基準第120 して、通常の事業の実施地域（指定介護予防サービス基準第120

条第６号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、 条第６号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、

指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、１月に 指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、１月に

つき所定単位数の100分の５に相当する単位数を所定単位数に加 つき所定単位数の100分の５に相当する単位数を所定単位数に加

算する。 算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 ３ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事 道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事

業所において、若年性認知症利用者に対して指定介護予防通所 業所において、若年性認知症利用者に対して指定介護予防通所

リハビリテーションを行った場合には、若年性認知症利用者受 リハビリテーションを行った場合には、若年性認知症利用者受

入加算として、１月につき240単位を所定単位数に加算する。 入加算として、１月につき240単位を所定単位数に加算する。

４ 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規 ４ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養

模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介 介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小

護を受けている間は、介護予防通所リハビリテーション費は、 規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活

算定しない。 介護を受けている間は、介護予防通所リハビリテーション費は、

算定しない。

５ 利用者が一の指定介護予防通所リハビリテーション事業所に ５ 利用者が一の指定介護予防通所リハビリテーション事業所に

おいて指定介護予防通所リハビリテーションを受けている間は、 おいて指定介護予防通所リハビリテーションを受けている間は、

当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所以外の指定介 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所以外の指定介

護予防通所リハビリテーション事業所が指定介護予防通所リハ 護予防通所リハビリテーション事業所が指定介護予防通所リハ

ビリテーションを行った場合に、介護予防通所リハビリテーシ ビリテーションを行った場合に、介護予防通所リハビリテーシ

ョン費は、算定しない。 ョン費は、算定しない。

（新設） ６ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物に居

住する者又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同

一建物から当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所に
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○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１８年３月１７日老計発0317001老振
発0317001老老発0317001老健局計画・振興・老人保健課長連盟通知）

（変更点は下線部）

現 行 改 正 案

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に

伴う実施上の留意事項について 伴う実施上の留意事項について

第一 届出手続の運用 第一 届出手続の運用

１ 届出の受理 １ 届出の受理

⑴ 届出書類の受取り ⑴ 届出書類の受取り

指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サー 指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サー

ビス種類ごとの一件書類の提出を受けること(ただし、同一の敷地 ビス種類ごとの一件書類の提出を受けること（ただし、同一の敷

内において複数種類のサービス事業を行うときは一括提出も可と 地内において複数種類のサービス事業を行うときは一括提出も可

する。)。 とする。）。

⑵ 要件審査 ⑵ 要件審査

届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜 届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜

補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として二週 補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として二週

間以内を標準とし、遅くても概ね一月以内とすること(相手方の補 間以内を標準とし、遅くても概ね一月以内とすること（相手方の

正に要する時間は除く。)。 補正に要する時間は除く。）。

⑶ 届出の受理 ⑶ 届出の受理

要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応 要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応

じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。 じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。

⑷ 国保連合会等への通知 ⑷ 国保連合会等への通知

届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民健康保険団体 届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民健康保険団体

連合会(以下「国保連合会」という。)に通知すること。 連合会（以下「国保連合会」という。）に通知すること。

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 ⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期

届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下 届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以

同じ。)については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護 下同じ。）については、適正な支給限度額管理のため、利用者や

予防支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎 介護予防支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出

月十五日以前になされた場合には翌月から、十六日以降になされ が毎月十五日以前になされた場合には翌月から、十六日以降にな

た場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。 された場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者 また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者

生活介護については、届出に係る加算等については、届出が受理 生活介護については、届出に係る加算等については、届出が受理
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された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である された日が属する月の翌月（届出が受理された日が月の初日であ

場合は当該月)から算定を開始するものとすること。 る場合は当該月）から算定を開始するものとすること。

ただし、平成二十一年四月から算定を開始する加算等の届出に ただし、平成二十四年四月から算定を開始する加算等の届出に

ついては、前記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護 ついては、前記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護

予防居宅療養管理指導に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介 予防居宅療養管理指導に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介

護予防支援に係るものについては、同年三月二十五日以前に、介 護予防支援に係るものについては、同年三月二十五日以前に、介

護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護に 護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護に

係るものについては、同年四月一日までになされれば足りるもの 係るものについては、同年四月一日までになされれば足りるもの

とする。介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リ とする。介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リ

ハビリテーションについては、月額定額報酬とされたことから、 ハビリテーションについては、月額定額報酬であることから、月

月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であ 途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっ

っても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を ても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算

算定することとし、日割り計算は行わない。 定することとし、日割り計算は行わない。

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、② ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②

要支援から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転 要支援から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転

居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による。 居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による。

また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り

計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支 計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支

援二であった者が、介護予防訪問介護費(Ⅲ)を算定していた場合 援二であった者が、介護予防訪問介護費(Ⅲ)を算定していた場合

であって、月途中に、要支援一に変更となった場合については、 であって、月途中に、要支援一に変更となった場合については、

認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。 認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。

２ 届出事項の公開 ２ 届出事項の公開

届出事項については都道府県において閲覧に供するほか、事業者 届出事項については都道府県において閲覧に供するほか、事業者

においても利用料に係る情報として事業所内で掲示することになる においても利用料に係る情報として事業所内で掲示することになる

こと。 こと。

３ 届出事項に係る事後調査の実施 ３ 届出事項に係る事後調査の実施

届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後 届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後

的な調査を行うこと。 的な調査を行うこと。

４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場 ４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場

合の届出の取扱い 合の届出の取扱い

① 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないこ ① 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないこ

とが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該 とが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該

届出の受理の取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該 届出の受理の取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該

届出はなかったことになるため、加算については、当該加算全体 届出はなかったことになるため、加算については、当該加算全体

が無効となるものであること。当該届出に関してそれまで受領し が無効となるものであること。当該届出に関してそれまで受領し
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ていた介護給付費は不当利得になるので返還措置を講ずることは ていた介護給付費は不当利得になるので返還措置を講ずることは

当然であるが、不正・不当な届出をした指定事業者に対しては、 当然であるが、不正・不当な届出をした指定事業者に対しては、

厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪 厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪

質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。 質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。

② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至る ② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至る

までは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致して までは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致して

いないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場 いないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場

合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。 合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。

５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い ５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場 事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場

合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかに 合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかに

その旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定 その旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定

されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないもの されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないもの

とする。また、この場合において、届出を行わず、当該算定につい とする。また、この場合において、届出を行わず、当該算定につい

て請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は て請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は

不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然である 不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然である

が、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。 が、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。

６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還 ６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還

４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業 ４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業

所においては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護 所においては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護

給付費に係る利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞ 給付費に係る利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞ

れの利用者に返還金に係る計算書を付して返還すること。その場合、 れの利用者に返還金に係る計算書を付して返還すること。その場合、

返還に当たっては利用者等から受領書を受け取り、施設において保 返還に当たっては利用者等から受領書を受け取り、施設において保

存しておくこと。 存しておくこと。

第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項

１ 通則 １ 通則

⑴ 算定上における端数処理について ⑴ 算定上における端数処理について

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算(何 単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何

らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行う度に、小数点以下の端数 らかの割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端

処理（四捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数 数処理（四捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整

値に割合を乗じていく計算になる。 数値に割合を乗じていく計算になる。

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合 なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合

成コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数処理 成コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数処理

をした単位数（整数値）である。 をした単位数（整数値）である。

⑵ サービス種類相互の算定関係について ⑵ サービス種類相互の算定関係について

- 4 -

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共 介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共

同生活介護費を受けている者については、その他の指定介護予防 同生活介護費を受けている間については、その他の指定介護予防

サービス又は地域密着型介護予防サービスに係る介護給付（介護 サービス費又は地域密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療

予防居宅療養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。 養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、

ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必要があ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、

る場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してそ 当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の介護

の他の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用 予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用させること

させることは差し支えないものであること。また、介護予防短期 は差し支えないものであること。また、介護予防短期入所生活介

入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている者につ 護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介

いては、介護予防訪問介護費、介護予防訪問入浴介護費、介護予 護予防訪問介護費、介護予防訪問入浴介護費、介護予防訪問看護

防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防通 費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防通所介護費及

所介護費及び介護予防通所リハビリテーション費並びに介護予防 び介護予防通所リハビリテーション費並びに介護予防認知症対応

認知症対応型通所介護費及び介護予防小規模多機能型居宅介護費 型通所介護費及び介護予防小規模多機能型居宅介護費は算定しな

は算定しないものであること。 いものであること。

なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所 なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所

生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている者について 生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている者について

も算定が可能であること。 も算定が可能であること。

⑶ 退所日等における介護予防サービスの算定について ⑶ 退所日等における介護予防サービス費の算定について

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日） 介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）

については、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーシ については、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン費、介護予防居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリ ョン費、介護予防居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリ

テーション費は算定できない。介護予防訪問介護等の福祉系サー テーション費は算定できない。介護予防訪問介護等の福祉系サー

ビスは別に算定できるが、介護予防短期入所サービスでも、機能 ビスは別に算定できるが、介護予防短期入所サービスにおいても

訓練やリハビリテーションを行えることから、退所（退院日）に 機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所（退院日）

介護予防通所サービスを機械的に組み込むといった介護予防サー に介護予防通所介護を機械的に組み込むといった介護予防サービ

ビス計画は適正でない。また、入所（入院）当日であっても当該 ス計画は適正でない。なお、入所（入院）当日であっても当該入

入所(入院)前に利用する介護予防訪問通所サービスは別に算定で 所（入院）前に利用する介護予防訪問通所サービスは別に算定で

きる。ただし、入所（入院）前に介護予防通所介護又は介護予防 きる。ただし、入所（入院）前に介護予防通所介護又は介護予防

通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった介護予防サ 通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった介護予防サ

ービス計画は適正ではない。 ービス計画は適正ではない。

⑷ 同一時間帯に複数種類の介護予防訪問サービスを利用した場合 ⑷ 同一時間帯に複数種類の介護予防訪問サービスを利用した場合

の取扱いについて の取扱いについて

利用者は同一時間帯にひとつの介護予防訪問サービスを利用す 利用者は同一時間帯にひとつの介護予防訪問サービスを利用す

ることを原則とする。ただし、介護予防訪問介護と介護予防訪問 ることを原則とする。ただし、介護予防訪問介護と介護予防訪問

看護、又は介護予防訪問介護と介護予防訪問リハビリテーション 看護、又は介護予防訪問介護と介護予防訪問リハビリテーション
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を、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の を、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の

状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護の 状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護の

ために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービス ために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービス

についてそれぞれの所定単位数が算定される。 についてそれぞれの所定単位数が算定される。

⑸ 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について ⑸ 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について

介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、 介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、

介護予防訪問リハビリテーションは、介護保険法(平成九年法律第 介護予防訪問リハビリテーションは、介護保険法（平成九年法律

百二十三号)第八条の二の定義上、要支援者の居宅において行われ 第百二十三号）第八条の二の定義上、要支援者の居宅において行

るものとされており、要支援者の居宅以外で行われるものは算定 われるものとされており、要支援者の居宅以外で行われるものは

できない。 算定できない。

⑹ 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について ⑹ 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について

① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判 ① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判

定基準」の活用について」(平成五年十月二十六日老健第一三五 定基準」の活用について」（平成五年十月二十六日老健第一三

号厚生省老人保健福祉局長通知)に規定する「認知症高齢者の日 五号厚生省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢者

常生活自立度」（以下「日常生活自立度」という。）を用いる場 の日常生活自立度」（以下「日常生活自立度」という。）を用い

合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は る場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果

主治医意見書（以下この号において「判定結果」という。）を 又は主治医意見書（以下この号において「判定結果」という。）

用いるものとする。 を用いるものとする。

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、介護予防 ② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、介護予防

サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものと サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものと

する。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施につい する。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施につい

て」（平成十八年三月十七日老発第〇三一七〇〇一号厚生労働 て」（平成二十一年九月三十日老発第〇九三○第五号厚生労働

省老健局長通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３ 省老健局長通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３

主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３．心 主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３．心

身の状態に関する意見 ⑴ 日常生活の自立度等について ・ 身の状態に関する意見 ⑴ 日常生活の自立度等について ・

認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。 認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。

なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定 なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定

を用いるものとする。 を用いるものとする。

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて ③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて

同意が得られていない場合を含む。）にあっては、「要介護認定 同意が得られていない場合を含む。）にあっては、「要介護認定

等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中 等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中

「２⑷ 認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査 「２⑷ 認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査

票(基本調査)」９の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記 票(基本調査)」９の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記

載を用いるものとする。 載を用いるものとする。

⑺ 栄養管理について ⑺ 栄養管理について
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今回の改定では、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期 介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護にお

入所療養介護において、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用 いて、常勤の管理栄養士又は栄養士が、利用者の年齢、心身の状

者の年齢、心身の状況に応じた適切な栄養量及び内容の食事提供 況に応じて適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制の評価は

を行う体制への評価を行っていた栄養管理体制加算については基 基本サービス費に包括されているところであり、各事業所におい

本サービス費への包括化を行ったところである。これは、当該加 て利用者の栄養状態の管理を適切に実施できる体制を維持するこ

算の算定状況等を踏まえ、報酬体系の簡素化等の観点から行った と。

ものであり、包括化を行っても利用者の栄養状態の管理の重要性

は変わらないものであることから、各事業所においては、引き続

き、これを適切に実施できる体制を維持すること。

２ 介護予防訪問介護費 ２ 介護予防訪問介護費

⑴ 介護予防訪問介護の意義について ⑴ 介護予防訪問介護の意義について

注１の「介護予防訪問介護」については、「身体介護中心型」 注１の「介護予防訪問介護」については、「身体介護中心型」

及び「生活援助中心型」の区分を一本化することとする。なお、 及び「生活援助中心型」の区分を一本化することとする。ただし、

対象となるサービスの範囲については、訪問介護と同じ取扱いと 介護予防訪問介護においては、通院等のための乗車又は降車の介

する。 助が中心である場合の単位数（以下この号において「通院等乗降

介助」という。）は算定しないこととし、通院等乗降介助以外の

サービスの範囲については、訪問介護と同じ取扱いとする。

⑵ 介護予防訪問介護費の支給区分 ⑵ 介護予防訪問介護費の支給区分

介護予防訪問介護費については、月当たりの定額払いによるこ 介護予防訪問介護費については、月当たりの定額払いによるこ

ととする。注１に掲げる各支給区分（介護予防訪問介護費(Ⅰ)、(Ⅱ) ととする。注１ に掲げる各支給区分（介護予防訪問介護費(Ⅰ)、

又は(Ⅲ)をいう。以下同じ。）の算定に関する取扱いは次に定めるとこ (Ⅱ)又は(Ⅲ)をいう。以下同じ。）の算定に関する取扱いは次に

ろによる。 定めるところによる。

・ あらかじめ、指定介護予防支援事業者による適切なアセスメ ・ あらかじめ、介護予防支援事業者による適切なアセスメント

ントにより作成された介護予防サービス計画において、サービ により作成された介護予防サービス計画において、サービス担

ス担当者会議等によって得られた専門的見地からの意見等を勘 当者会議等によって得られた専門的見地からの意見等を勘案し

案して、標準的に想定される一週当たりのサービス提供頻度に て、標準的に想定される一週当たりのサービス提供頻度に基づ

基づき、各区分を位置付けること。 き、各区分を位置付けること。

・ その際、一回当たりのサービス提供時間については、介護予 ・ その際、一回当たりのサービス提供時間については、介護予

防サービス計画において設定された目標等を勘案し、必要な程 防サービス計画において設定された生活機能向上に係る目標の

度の量を介護予防訪問介護事業者が作成する介護予防訪問介護 達成状況に応じて必要な程度の量を介護予防訪問介護事業者が

計画に位置付けること。なお、サービス提供の時間や回数の程 作成する介護予防訪問介護計画に位置付けること。なお、サー

度については、利用者の状態の変化、目標の達成度等を踏まえ、 ビス提供の時間や回数については、利用者の状態の変化、目標

必要に応じて変更されるべきものであって、当初の介護予防訪 の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更されるべきものであっ

問介護計画における設定に必ずしも拘束されるべきものではな て、当初の介護予防訪問介護計画における設定に必ずしも拘束

く、柔軟な対応を行うべきであること。 されるべきものではなく、目標が達成された場合は、新たな課
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は、訪問診療の結果等に基づき指示した内容の要点を記載し、 は、訪問診療の結果等に基づき指示した内容の要点を記載し、

共同で作成した管理指導計画を添付する等により保存する。ま 共同で作成した管理指導計画を添付する等により保存する。ま

た、管理指導計画に基づき、実際に実地指導を行う歯科衛生士 た、管理指導計画に基づき、実際に実地指導を行う歯科衛生士

等に対して指示等を行い、指示等の内容の要点を記載する。さ 等に対して指示等を行い、指示等の内容の要点を記載する。さ

らに、管理指導計画の見直しに当たっては、歯科衛生士等の報 らに、管理指導計画の見直しに当たっては、歯科衛生士等の報

告をうけ、歯科医師の訪問診療の結果等に基づき、指示した内 告をうけ、歯科医師の訪問診療の結果等に基づき、指示した内

容（療養上必要な実地指導の継続の必要性等）の要点を記載し、 容（療養上必要な実地指導の継続の必要性等）の要点を記載し、

共同で作成した管理指導計画を添付する等により保存する。な 共同で作成した管理指導計画を添付する等により保存する。な

お、当該記載及び添付については、医療保険の診療録に記載及 お、当該記載及び添付については、医療保険の診療録に記載及

び添付することとしてもよいが、記載については、下線又は枠 び添付することとしてもよいが、記載については、下線又は枠

で囲う等により、他の記載と区別することとする。 で囲う等により、他の記載と区別することとする。

⑧ 利用者の口腔機能の状態によっては、医療における対応が必 ⑧ 利用者の口腔機能の状態によっては、医療における対応が必

要である場合も想定されることから、その疑いがある場合は、 要である場合も想定されることから、その疑いがある場合は、

利用者又は家族等の同意を得て、指示を行った歯科医師、歯科 利用者又は家族等の同意を得て、指示を行った歯科医師、歯科

医師を通した介護予防支援事業者等への情報提供等の適切な措 医師を通した介護予防支援事業者等への情報提供等の適切な措

置を講じることとする。 置を講じることとする。

⑸ 看護職員が行う介護予防居宅療養管理指導について ⑹ 看護職員が行う介護予防居宅療養管理指導について

① 看護職員による介護予防居宅療養管理指導については、要支 ① 看護職員による介護予防居宅療養管理指導については、要介

援認定等の際に主治医から提出される「主治医意見書」中「４ 護認定等の際に主治医から提出される「主治医意見書」中「４

生活機能とサービスに関する意見⑸医学的管理の必要性」の「看 生活機能とサービスに関する意見⑸医学的管理の必要性」の「看

護職員の訪問による相談・支援」の項にチェックのある利用者 護職員の訪問による相談・支援」の項にチェックのある者又は

又は看護職員の訪問による相談支援の必要がある旨の記載があ 看護職員の訪問による相談支援の必要がある旨の記載がある者

る者のうち、サービス担当者会議において必要性が認められ、 のうち、サービス担当者会議において必要性が認められ、本人

利用者又はその家族等の同意が得られた者に対して、看護職員 又はその家族等の同意が得られた者に対して、看護職員が訪問

が訪問を行った上で、必要に応じて電話相談を行った場合につ を行った上で、必要に応じて電話相談を行い、併せてケアマネ

いて算定する。 ジャーに対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提

供を行った場合について算定する。

② 新規認定、更新認定又は要支援認定区分の変更の際に作成さ ② 新規認定、更新認定又は要支援認定区分の変更の際に作成さ

れた介護予防サービス計画に基づくサービスの開始から二月以 れた介護予防サービス計画に基づくサービスの開始から六月以

内に行われた場合に算定するものとする。 内に行われた場合に算定するものとする。

③ 看護職員は実施した療養上の相談及び支援に係る記録を作成 ③ 看護職員は実施した療養上の相談及び支援に係る記録を作成

し、保存するとともに、相談等の対象となった利用者ごとに利 し、保存するとともに、相談等の対象となった利用者ごとに利

用者氏名、訪問先、訪問日、指導の要点、解決すべき課題等に 用者氏名、訪問先、訪問日、指導の要点、解決すべき課題等に

関する要点を明記し、医師、介護支援専門員等に対して情報提 関する要点を明記し、医師、介護支援専門員等に対して情報提

供を行うこととする。 供を行うこととする。
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⑹ その他 ⑺ その他

介護予防居宅療養管理指導に要した交通費は実費を利用者から 介護予防居宅療養管理指導に要した交通費は実費を利用者から

徴収してもよいものとする。 徴収してもよいものとする。

７ 介護予防通所介護費・介護予防通所リハビリテーション費 ７ 介護予防通所介護費・介護予防通所リハビリテーション費

⑴ 生活機能向上グループ活動加算（介護予防通所介護費に限る。）

の取扱いについて

生活機能向上グループ活動加算は、自立した日常生活を営むた

めの共通の課題を有する利用者に対し、グループで生活機能の向

上を目的とした活動を行った場合に算定できる。また、集団的に

行われるレクリエーションや創作活動等の機能訓練を実施した場

合には算定できないこと。なお、当該加算を算定する場合は、次

の①から③までを満たすことが必要である。

① 生活機能向上グループ活動の準備

ア 利用者自らが日常生活上の課題に応じて活動を選択できる

よう、次に掲げる活動項目を参考に、日常生活に直結した活

動項目を複数準備し、時間割を組むこと。

（活動項目の例）

家事関連活動

衣：洗濯機・アイロン・ミシン等の操作、衣服の手入れ（ボ

タンつけ等）等

食：献立作り、買い出し、調理家電（電子レンジ、クッキ

ングヒーター、電気ポット等）・調理器具（包丁、キ

ッチン鋏、皮むき器等）の操作、調理（炊飯、総菜、

行事食等）、パン作り等

住：日曜大工、掃除道具（掃除機、モップ等）の操作、ガ

ーデニング等

通信・記録関連活動

機器操作（携帯電話操作、パソコン操作等）、記録作

成（家計簿、日記、健康ノート等）

イ 一のグループの人数は六人以下とすること。

② 利用者ごとの日常生活上の課題の把握と達成目標の設定

介護職員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員その他の

職種の者（以下この項において「介護職員等」という。）が生

活機能向上グループ活動サービスを行うに当たっては、次のア
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からエまでに掲げる手順により行うものとする。なお、アから

エまでの手順により得られた結果は、介護予防通所介護計画に

記録すること。

ア 当該利用者が、㈠要支援状態に至った理由と経緯、㈡要支

援状態となる直前の日常生活上の自立の程度と家庭内での役

割の内容、㈢要支援状態となった後に自立してできなくった

こと若しくは支障を感じるようになったこと、㈣現在の居宅

における家事遂行の状況と家庭内での役割の内容、㈤近隣と

の交流の状況等について把握すること。把握に当たっては、

当該利用者から聞き取るほか、家族や介護予防支援事業者等

から必要な情報を得るよう努めること。

イ アについて把握した上で、具体的な日常生活上の課題及び

到達目標を当該利用者と共に設定すること。到達目標は、概

ね三月程度で達成可能な目標とし、さらに段階的に目標を達

成するために概ね一月程度で達成可能な目標（以下「短期目

標」という。）を設定すること。到達目標及び短期目標につ

いては、当該利用者の介護予防サービス計画と整合性のとれ

た内容とすること。

ウ 介護職員等は、当該利用者の同意を得た上で到達目標を達

成するために適切な活動項目を選定すること。当該利用者の

活動項目の選定に当たっては、生活意欲を引き出すなど、当

該利用者が主体的に参加できるよう支援すること。

エ 生活機能向上グループ活動の㈠実施時間は、利用者の状態

や活動の内容を踏まえた適切な時間とし、㈡実施頻度は１週

につき一回以上行うこととし、㈢実施期間は概ね三月以内と

する。介護職員等は、㈠から㈢までについて、当該利用者に

説明し、同意を得ること。

③ 生活機能向上グループ活動の実施方法

ア 介護職員等は、予め生活機能向上グループ活動に係る計画

を作成し、当該活動項目の具体的な内容、進め方及び実施上

の留意点等を明らかにしておくこと。

イ 生活機能向上グループ活動は、一のグループごとに、当該

生活機能向上グループ活動の実施時間を通じて一人以上の介

護職員等を配置することとし、同じグループに属する利用者

が相互に協力しながら、それぞれが有する能力を発揮できる
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よう適切な支援を行うこと。

ウ 介護職員等は、当該サービスを実施した日ごとに、実施時

間、実施内容、参加した利用者の人数及び氏名等を記録する

こと。

エ 利用者の短期目標に応じて、概ね一月毎に、利用者の当該

短期目標の達成度と生活機能向上グループ活動における当該

利用者の客観的な状況についてモニタリングを行うともに、

必要に応じて、生活機能向上グループ活動に係る計画の修正

を行うこと。

オ 実施期間終了後、到達目標の達成状況及び②のアで把握し

た現在の居宅における家事遂行の状況と家庭内での役割、近

隣との交流の状況等について確認すること。その結果、当該

到達目標を達成している場合には、当該利用者に対する当該

生活機能向上グループ活動を終了し、当該利用者を担当する

介護予防支援事業者に報告すること。また、当該到達目標を

達成していない場合には、達成できなかった理由を明らかに

するとともに、当該サービスの継続の必要性について当該利

用者及び介護予防支援事業者と検討すること。その上で、当

該サービスを継続する場合は、適切に実施方法及び実施内容

等を見直すこと。

⑴ 運動器機能向上加算の取扱いについて ⑵ 運動器機能向上加算の取扱いについて

① 運動器機能向上サービスを提供する目的は、介護予防サービ ① 介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションにおい

ス計画において設定された利用者の目標のための支援であって、 て運動機器向上サービスを提供する目的は、当該サービスを通

提供されるサービスそのものはあくまで手段であることに留意 じて要支援者ができる限り要介護状態にならず自立した日常生

すること。 活を営むことができるよう支援することが目的であることに留

意しつつ行うこと。

② 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復 ② 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復

師又はあん摩マッサージ指圧師（以下「理学療法士等」という。） 師又はあん摩マッサージ指圧師（以下「理学療法士等」という。）

を一名以上配置して行うものであること。 を一名以上配置して行うものであること。

③ 運動器機能向上サービスについては、以下のアからキまでに ③ 運動器機能向上サービスについては、以下のアからキまでに

掲げるとおり、実施すること。 掲げるとおり、実施すること。

ア 利用者ごとに看護職員等の医療従事者による運動器機能向 ア 利用者ごとに看護職員等の医療従事者による運動器機能向

上サービスの実施に当たってのリスク評価、体力測定等を実 上サービスの実施に当たってのリスク評価、体力測定等を実

施し、サービスの提供に際して考慮すべきリスク、利用者の 施し、サービスの提供に際して考慮すべきリスク、利用者の

ニーズ及び運動器の機能の状況を、利用開始時に把握するこ ニーズ及び運動器の機能の状況を、利用開始時に把握するこ
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と。 と。

イ 理学療法士等が、暫定的に、利用者ごとのニーズを実現す イ 理学療法士等が、暫定的に、利用者ごとのニーズを実現す

るための概ね三月程度で達成可能な目標（以下「長期目標」 るための概ね三月程度で達成可能な目標（以下「長期目標」

という。）及び長期目標を達成するための概ね一月程度で達 という。）及び長期目標を達成するための概ね一月程度で達

成可能な目標（以下「短期目標」という。）を設定すること。 成可能な目標（以下「短期目標」という。）を設定すること。

長期目標及び短期目標については、介護予防支援事業者にお 長期目標及び短期目標については、介護予防支援事業者にお

いて作成された当該利用者に係る介護予防サービス計画と整 いて作成された当該利用者に係る介護予防サービス計画と整

合が図れたものとすること。 合が図れたものとすること。

ウ 利用者に係る長期目標及び短期目標を踏まえ、理学療法士 ウ 利用者に係る長期目標及び短期目標を踏まえ、理学療法士

等、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共 等、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共

同して、当該利用者ごとに、実施する運動の種類、実施期間、 同して、当該利用者ごとに、実施する運動の種類、実施期間、

実施頻度、一回当たりの実施時間、実施形態等を記載した運 実施頻度、一回当たりの実施時間、実施形態等を記載した運

動器機能向上計画を作成すること。その際、実施期間につい 動器機能向上計画を作成すること。その際、実施期間につい

ては、運動の種類によって異なるものの、概ね三月間程度と ては、運動の種類によって異なるものの、概ね三月間程度と

すること。また、作成した運動器機能向上計画については、 すること。また、作成した運動器機能向上計画については、

運動器機能向上サービスの提供による効果、リスク、緊急時 運動器機能向上サービスの提供による効果、リスク、緊急時

の対応等と併せて、当該運動器機能向上計画の対象となる利 の対応等と併せて、当該運動器機能向上計画の対象となる利

用者に分かりやすい形で説明し、その同意を得ること。なお、 用者に分かりやすい形で説明し、その同意を得ること。なお、

介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションにお 介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションにお

いては、運動器機能向上計画に相当する内容を介護予防通所 いては、運動器機能向上計画に相当する内容を介護予防通所

介護計画の中又は介護予防通所リハビリテーション計画の中 介護計画の中又は介護予防通所リハビリテーション計画の中

にそれぞれ記載する場合は、その記載をもって運動器機能向 にそれぞれ記載する場合は、その記載をもって運動器機能向

上計画の作成に代えることができるものとすること。 上計画の作成に代えることができるものとすること。

エ 運動器機能向上計画に基づき、利用者毎に運動器機能向上 エ 運動器機能向上計画に基づき、利用者毎に運動器機能向上

サービスを提供すること。その際、提供する運動器機能向上 サービスを提供すること。その際、提供する運動器機能向上

サービスについては、国内外の文献等において介護予防の観 サービスについては、国内外の文献等において介護予防の観

点からの有効性が確認されている等の適切なものとすること。 点からの有効性が確認されている等の適切なものとすること。

また、運動器機能向上計画に実施上の問題点（運動の種類の また、運動器機能向上計画に実施上の問題点（運動の種類の

変更の必要性、実施頻度の変更の必要性等）があれば直ちに 変更の必要性、実施頻度の変更の必要性等）があれば直ちに

当該計画を修正すること。 当該計画を修正すること。

オ 利用者の短期目標に応じて、概ね一月間毎に、利用者の当 オ 利用者の短期目標に応じて、概ね一月間毎に、利用者の当

該短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況について 該短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況について

モニタリングを行うとともに、必要に応じて、運動器機能向 モニタリングを行うとともに、必要に応じて、運動器機能向

上計画の修正を行うこと。 上計画の修正を行うこと。

カ 運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者毎 カ 運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者毎
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に、長期目標の達成度及び運動器の機能の状況について、事 に、長期目標の達成度及び運動器の機能の状況について、事

後アセスメントを実施し、その結果を当該利用者に係る介護 後アセスメントを実施し、その結果を当該利用者に係る介護

予防支援事業者に報告すること。介護予防支援事業者による 予防支援事業者に報告すること。介護予防支援事業者による

当該報告も踏まえた介護予防ケアマネジメントの結果、運動 当該報告も踏まえた介護予防ケアマネジメントの結果、運動

器機能向上サービスの継続が必要であるとの判断がなされる 器機能向上サービスの継続が必要であるとの判断がなされる

場合については、前記アからカまでの流れにより、継続的に 場合については、前記アからカまでの流れにより、継続的に

運動器機能向上サービスを提供する。 運動器機能向上サービスを提供する。

キ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び キ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準第百七条又は第百二十三条において 支援の方法に関する基準第百七条又は第百二十三条において

準用する第十九条において規定するそれぞれのサービスの提 準用する第十九条において規定するそれぞれのサービスの提

供の記録において利用者ごとの運動器機能向上計画に従い、 供の記録において利用者ごとの運動器機能向上計画に従い、

介護予防通所介護においては理学療法士等、経験のある介護 介護予防通所介護においては理学療法士等、経験のある介護

職員その他の職種の者が、介護予防通所リハビリテーション 職員その他の職種の者が、介護予防通所リハビリテーション

においては医師又は医師の指示を受けた理学療法士等若しく においては医師又は医師の指示を受けた理学療法士等若しく

は看護職員が利用者の運動器の機能を定期的に記録する場合 は看護職員が利用者の運動器の機能を定期的に記録する場合

は、当該記録とは別に運動器機能向上加算の算定のために利 は、当該記録とは別に運動器機能向上加算の算定のために利

用者の運動器の機能を定期的に記録する必要はないものとす 用者の運動器の機能を定期的に記録する必要はないものとす

ること。 ること。

⑵ 栄養改善加算の取扱いについて ⑶ 栄養改善加算の取扱いについて

通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養改善加算と基 通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養改善加算と基

本的に同様である。 本的に同様である。

ただし、介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション

において栄養改善サービスを提供する目的は、当該サービスを通

じて要支援者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常

生活を営むことができるよう支援することが目的であることに留

意すること。

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、栄

養ケア計画に定める栄養改善サービスを概ね三月実施した時点で

栄養状態の改善状況について評価を行い、その結果を当該要支援

者に係る介護予防支援事業者等に報告するとともに、栄養状態に

係る課題が解決され当該サービスを継続する必要性が認められな

い場合は、当該サービスを終了するものとする。

⑶ 口腔機能向上加算の取扱いについて ⑷ 口腔機能向上加算の取扱いについて

通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算 通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算
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Ⅲ その他の事項についてⅢ その他の事項についてⅢ その他の事項についてⅢ その他の事項について

１ 岡山県福祉のまちづくり条例について１ 岡山県福祉のまちづくり条例について１ 岡山県福祉のまちづくり条例について１ 岡山県福祉のまちづくり条例について

通所介護事業所（介護予防通所介護事業所）は、岡山県福祉のまちづくり条例第2

条第4号に規定する「特定生活関連施設」に該当するため、新築等（新設、増築若し

くは増設又は改築 、用途変更、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規）

定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替の際は、届出、協議が

必要である。

本件の詳細については、各県民局建設部管理課建築指導班（又は県庁土木部都市局

建築指導課街づくり推進班 、岡山市、玉野市、笠岡市、総社市又は新見市の担当課）

へ問い合わせのこと。なお、倉敷市内の建物（建設予定を含む）は 「倉敷市福祉の、

まちづくり条例 、津山市内の建物（建設予定を含む）は 「津山市人にやさしいま」 、

ちづくり条例」が適用されるため、倉敷市、津山市についても、担当課へ問い合わせ

のこと。

２ 社会福祉主事任用資格の確認等について２ 社会福祉主事任用資格の確認等について２ 社会福祉主事任用資格の確認等について２ 社会福祉主事任用資格の確認等について

、 、 、通所介護事業所 特別養護老人ホーム 短期入所生活介護の生活相談員については

社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格者を岡山県では認めているとこ

ろです。

このうち社会福祉主事任用資格者については、大学（短期大学、大学院含む ）を。

卒業（終了）し、厚生労働大臣の指定する科目を３科目以上修めて卒業した「三科目

主事」について以下の点に留意してください。

① 平成12年度以降は、別添の指定科目名称以外であっても指定科目として認めら

れる範囲（ 読替え」と呼称）が規定されました。この読替えの範囲としてあげら「

れている科目名と同じ名称の科目を履修されていれば、この場合も指定科目を履

。（ ）修したこととなります 平成12年度より前の卒業者には読替えは適用されません

② 読替等については厚生労働省ＨＰを参照してください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi8.html

③ 指定科目を学校独自の名称で開講したいという要望があった場合、学校より厚

生労働省宛てに申請をし、条件を満たしているものについては指定科目として認

める制度が平成12年度より運用されています（開講前に申請があったものに限り

ます 。この個別の承認については、卒業された学校にご確認ください。）

④ 「三科目主事」の資格証を提出する場合は、極力、別添の社会福祉主事任用資格

に関する科目の修得証明書を添付してください （大学が同様のものを発行してい。

る場合は、この様式でなくても可）

、 、 、⑤ 平成２４年４月１日に指定等権限を移譲する岡山市 倉敷市 新見市については

通所介護事業所、特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の生活相談員の就任可能

となる資格要件について、各市において定めることとなるので、権限移譲後は事業

所・施設の所在地の各市へ照会ください。

⑧ 地域密着型認知症対応型通所介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

の生活相談員に就任可能な資格要件については、指定権を持つ各市町村が定めるた

め、事業所所在地の各市町村へ照会ください。
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（参考様式）

1　建築物の概要 

(1)事業所の所在地

(2)申請者の名称、代表者の氏名

(3)介護サービスの種類（建築物用途）

２　都市計画法（開発許可）担当部署との協議記録

平成　　　年　　　月　　　日 担当部署

：　　　　～　　　　： 担当者名 （℡　　－　　　　）

３　建築基準法担当部署との協議記録

平成　　　年　　　月　　　日 担当部署

：　　　　～　　　　： 担当者名 （℡　　－　　　　）

建築確認状況

４　消防法担当部署との協議記録

平成　　　年　　　月　　　日 担当部署

：　　　　～　　　　： 担当者名 （℡　　－　　　　）

　　　・必要手続きの有無について　　　　　　　　　　　 　　有：無（○印を付してください。）

　　　・その他の留意事項の有無について　　　　　　　 　 有：無（○印を付してください。）

協議日時

　(手続き状況及び指導事項）

　(手続き状況及び指導事項）

　(協議内容）

　　　・必要手続きの有無について　　　　　　　　　　　 　　有：無（○印を付してください。）

　　　・その他の留意事項の有無について　　　　　　　 　 有：無（○印を付してください。）

建築物関連法令協議記録報告書建築物関連法令協議記録報告書建築物関連法令協議記録報告書建築物関連法令協議記録報告書

協議日時

　(協議内容）

協議日時

確認済み　（平成　　　　年　　　　月　　　　日/番号　　　　　　　　　　　　）　・　未確認

　　　　・市街化調整区域に立地するか、否かについて　　 有：無（○印を付してください。）

             　→ 有の場合は、建築物の所有状況    自己所有： 賃貸： その他（　　　　        　　　）

　　　　・必要手続きの有無について　　　　　　　　　　　　　 有：無（○印を付してください。）

　　　　・その他の留意事項の有無について　　　　　　　　　有：無（○印を付してください。）

　(協議内容）

　(手続き状況及び指導事項）

　この報告書は、介護保険施設等の新規申請及び施設（事業所）の所在地の変更がある場合に、以下

に記載する都市計画法等の協議について、介護保険の指定手続きの中で、その状況を確認するため

のものです。各担当部署との手続き等の状況について記載をお願いします。
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５　岡山県福祉のまちづくり条例担当部署との協議記録

届出状況

届出日 平成　　　年　　　月　　　日 届出部署 （℡　　－　　　　）

審査結果通知

日

審査結果

（注）上記担当部署との協議に使用した建築図面は、申請内容と同一であること。

　(手続き状況及び指導事項等）

・届出の有無について　　　　　　有　・　無（○印を付してください。）

平成　　　年　　　月　　　日

適合　・　一部適合　・　不適合　（○印を付してください。）
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0
-
8
6
0
4

瀬
戸
内
市

建
設
課

赤
磐
市

都
市
建
設
課

和
気
町

都
市
建
設
課

吉
備
中
央
町
建
設
課

井
原
市

都
市
建
設
課

〒
7
1
0
-
8
5
3
0

高
梁
市

都
市
整
備
課

浅
口
市

都
市
計
画
課

早
島
町

建
設
課

里
庄
町

農
林
建
設
課

矢
掛
町

農
林
建
設
課

真
庭
市

都
市
住
宅
課

〒
7
0
8
-
8
5
0
6

美
作
市

建
設
管
理
課

新
庄
村

産
業
建
設
課

鏡
野
町

建
設
課

勝
央
町

産
業
建
設
部

奈
義
町

建
設
上
下
水
道
課

西
粟
倉
村

産
業
建
設
課

久
米
南
町

産
業
建
設
課

美
咲
町

保
健
福
祉
課

〒
7
0
0
-
8
5
4
4

岡
山
市
北
区
大
供
1
-
1
-
1

〒
7
0
6
-
8
5
1
0

玉
野
市
宇
野
1
-
2
7
-
1

〒
7
1
4
-
8
6
0
1

笠
岡
市
中
央
町
１
－
１

〒
7
1
9
-
1
1
9
2

総
社
市
中
央
１
-
1
-
1

〒
7
1
8
-
8
5
0
1

新
見
市
新
見
3
1
0
-
3

公
共
交
通
機
関

〒
7
0
0
-
8
5
7
0

公
園
道
路
路
外
駐
車
場

公
共
工
作
物

〒
7
1
0
-
8
5
6
5

倉
敷
市
西
中
新
田
6
4
0

〒
7
0
8
‐
8
5
0
1

津
山
市
山
北
5
2
0

－

笠
岡
市

笠
岡
市
都
市
計
画
課

0
8
6
5
-
6
9
-
2
1
4
0

全
県
域
（
倉

敷
市
、
津
山

市
を
除
く
）

障
害
福
祉
課

県
条
例

県
条
例

県
条
例

県
条
例
に ににに
基 基基基
づ
く
づ
く
づ
く
づ
く
届
出
等

届
出
等

届
出
等

届
出
等
の ののの

手
続

手
続
手
続

手
続
き
は
あ
り
ま
せ
ん

き
は
あ
り
ま
せ
ん

き
は
あ
り
ま
せ
ん

き
は
あ
り
ま
せ
ん
。 。。。

津
山
市

津
山
市
建
築
住
宅
課

0
8
6
8
-
3
2
-
2
0
9
9

県
条
例

県
条
例

県
条
例

県
条
例
に ににに
基 基基基
づ
く
づ
く
づ
く
づ
く
届
出
等

届
出
等

届
出
等

届
出
等
の ののの

手
続

手
続
手
続

手
続
き
は
あ
り
ま
せ
ん

き
は
あ
り
ま
せ
ん

き
は
あ
り
ま
せ
ん

き
は
あ
り
ま
せ
ん
。 。。。

0
8
6
-
4
3
4
-
7
1
6
0

倉
敷
市

倉
敷
市
保
健
福
祉
推
進
課

0
8
6
-
4
2
6
-
3
3
2
3

岡
山
市
北
区
内
山
下
2
-

4
-
6

玉
野
市

総
社
市

新
見
市

新
見
市
都
市
整
備
課

0
8
6
-
2
2
6
-
7
3
4
3
正
本
１
部
、
副
本
２

部
（
う
ち
１
部
は
様
式

の
み
）

0
8
6
7
-
7
2
-
6
1
1
8

正
本
１
部
、
副
本
１

部

0
8
6
-
8
0
3
-
1
4
4
4

0
8
6
6
-
9
2
-
8
2
8
9

正
本
１
部
、
副
本
２

部
（
う
ち
１
部
は
様
式

の
み
）

※
届
出
　
各
市
町
村

担
当
課
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
（
工
事
着

手
の
２
１
日
前
ま
で
）

※
協
議
　
審
査
担
当

課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
（
工
事
着
手
の
６

０
日
前
ま
で
）

0
8
6
3
-
3
2
-
5
5
4
4

建
築
物

岡
山
市
建
築
指
導
課

玉
野
市
都
市
計
画
課

総
社
市
建
築
住
宅
課

備
前
県
民
局
建
設
部
管

理
課
（
建
築
指
導
班
）

0
8
6
-
2
3
3
-
9
8
4
7

岡
山
市

内
容
に
関
す
る
お
問
い
合

わ
せ
は
、
審
査
担
当
課

（
各
県
民
局
）
へ
お
願
い
し

ま
す
。

岡
山
県
福
祉

岡
山
県
福
祉

岡
山
県
福
祉

岡
山
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

の
ま
ち
づ
く
り

の
ま
ち
づ
く
り

の
ま
ち
づ
く
り
条
例

条
例
条
例

条
例
　 　　　
新
規
届
出

新
規
届
出

新
規
届
出

新
規
届
出
・ ・・・
協
議
等
窓
口

協
議
等
窓
口

協
議
等
窓
口

協
議
等
窓
口

美
作
県
民
局
建
設
部
管

理
課
（
建
築
指
導
班
）

0
8
6
8
-
2
3
-
1
2
6
0

岡
山
市
北
区
弓
之
町
6
-
1

津
山
市
山
下
5
3

倉
敷
市
羽
島
1
0
8
3

備
中
県
民
局
建
設
部
管

理
課
（
建
築
指
導
班
）

47



（県参考様式）

社会福祉主事任用資格に関する科目の修得証明書

氏 名 ○○○○

生年月日 ○○年○○月○○日生

上記の者は、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を三科目以上修得

して、○○年○○月○○日に○○学部○○学科を卒業したことを証明する。

平成○○年○○月○○日

○○大学 学長○○○○ 印
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社会福祉法第１９条第１号）社会福祉法第１９条第１号）社会福祉法第１９条第１号）社会福祉法第１９条第１号）（参考 「３科目主事」指定科目の変遷（（参考 「３科目主事」指定科目の変遷（（参考 「３科目主事」指定科目の変遷（（参考 「３科目主事」指定科目の変遷（））））

昭和２５年～昭和５６年 昭和５６年～平成１１年

社会事業概論 （変更） 社会福祉概論

社会保障論 社会保障論

社会事業行政 （変更） 社会福祉行政

公的扶助論 公的扶助論

身体障害者福祉論 身体障害者福祉論

老人福祉論老人福祉論老人福祉論老人福祉論（追加）

児童福祉論 児童福祉論

（ ）（追加） 変更精神薄弱者福祉論精神薄弱者福祉論精神薄弱者福祉論精神薄弱者福祉論

社会学 社会学

心理学 心理学

社会事業施設経営論 （変更） 社会福祉施設経営論

社会事業方法論 （変更） 社会福祉事業方法論

社会事業史 （変更） 社会福祉事業史

地域福祉論地域福祉論地域福祉論地域福祉論（追加）

保育理論 保育理論

社会調査統計 社会調査統計

医学知識 医学知識

看護学 看護学

精神衛生学 精神衛生学

公衆衛生学 公衆衛生学

生理衛生学 生理衛生学

栄養学 栄養学

倫理学 倫理学

教育学 教育学

経済学 経済学

経済政策 経済政策

社会政策 社会政策

協同組合論 協同組合論

法律学 法律学

刑事政策 刑事政策

犯罪学 犯罪学

医療社会事業論 医療社会事業論

修身 （廃止）

３科目 ３科目３科目 ３科目３科目 ３科目３科目 ３科目以上３０科目のうち 以上３２科目のうち

（Ｓ25.8.29厚生省告示第226号） （Ｓ56.3.2厚生省告示第18号）

※科目名の読替不可 ※科目名の読替不可※科目名の読替不可 ※科目名の読替不可※科目名の読替不可 ※科目名の読替不可※科目名の読替不可 ※科目名の読替不可
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平成１１年～平成１２年 平成１２年～現在

社会福祉概論 社会福祉概論

社会保障論 社会保障論

社会福祉行政 （変更） 社会福祉行政論

公的扶助論 公的扶助論

身体障害者福祉論 身体障害者福祉論

老人福祉論 老人福祉論

児童福祉論 児童福祉論

家庭福祉論家庭福祉論家庭福祉論家庭福祉論（追加）

変更 知的障害者福祉論 知的障害者福祉論（ ）

精神障害者保健福祉論精神障害者保健福祉論精神障害者保健福祉論精神障害者保健福祉論（追加）

社会学 社会学

心理学 心理学

社会福祉施設経営論 社会福祉施設経営論

社会福祉事業方法論 （変更） 社会福祉援助技術論

社会福祉事業史 社会福祉事業史

地域福祉論 地域福祉論

保育理論 保育理論

社会調査統計 （変更） 社会福祉調査論

医学知識 （変更） 医学一般

看護学 看護学

精神衛生学 （廃止）

公衆衛生学 公衆衛生学

生理衛生学 （廃止）

栄養学 栄養学

家政学家政学家政学家政学（追加）

倫理学 倫理学

教育学 教育学

経済学 経済学

経済政策 経済政策

社会政策 社会政策

協同組合論 （廃止）

法律学 （変更） 法学

民法民法民法民法（追加）

行政法行政法行政法行政法（追加）

刑事政策 （廃止）

犯罪学 （廃止）

医療社会事業論 医療社会事業論

リハビリテーション論リハビリテーション論リハビリテーション論リハビリテーション論（追加）

介護概論介護概論介護概論介護概論（追加）

３科目 ３科目３科目 ３科目３科目 ３科目３科目 ３科目以上３２科目のうち 以上３４科目のうち

（Ｈ11.3.22厚生省告示第52号） （Ｈ12.3.31厚生省告示第153号）

※科目名の読替不可 ※科目名の読替あり※科目名の読替不可 ※科目名の読替あり※科目名の読替不可 ※科目名の読替あり※科目名の読替不可 ※科目名の読替あり

科目名の読替等については厚生労働省のＨＰ参照のこと。科目名の読替等については厚生労働省のＨＰ参照のこと。科目名の読替等については厚生労働省のＨＰ参照のこと。科目名の読替等については厚生労働省のＨＰ参照のこと。※

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi8.html
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